
 

 

現状の基本体制 

・災害活動及び車両・ポンプ点検は実施する。 

・各種訓練、会議等は中止する。（必要な会議は感染防止徹底で実施可とする） 

・警戒巡回の実施については、各方面隊で協議する。 

・この体制の期間は、２週間程度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●消防団員が感染した際の連絡体制 

 

 

 

 

●団長からの指示等の連絡体制 

 

 

                                         ※分団長は確実に団員へ連絡すること 

 

 

 

消防団員が感染した場合 

分団や部内で他の団員と濃厚接触 

感染した団員のみ 

災害活動を含めた全活動の 

一定期間中止 

※分団・部は通常体制 

なし あり 

分団・部の 

災害活動を含めた全活動の 

一定期間中止 

※他分団・隣接分団の出動を想定 

問い合わせ先 

出雲市消防本部 警防課 消防団係 ☎0853－21－6923    出雲市消防本部（代表） ☎0853－21－2119 

消防団員 分団長 

警防課 消防団係 

方面隊長 消防団長・副団長 

分団長以上にメール配信 

消防団長 警防課 消防団係 分団長以上へメール配信 

 

いずれもマスク着装、手洗い、手指消毒など感染防止対策を徹底したうえで

実施すること。ただし、屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保で

きる場合は適宜マスクをはずしてもよい。（熱中症対策） 

また、各自体調管理に努め、体調不良時は団活動を実施しないこと。 

 


